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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 放 送 番 組 を 受 信 す る 受 信 手 段 と 、
　 前 記 受 信 手 段 で 受 信 し た 放 送 番 組 の コ ン テ ン ツ を 記 録 す る 記 録 手 段 と 、
　 前 記 受 信 手 段 で 受 信 し た 放 送 番 組 の コ ン テ ン ツ を 前 記 記 録 手 段 に 記 録 さ せ る た め の 記 録
開 始 時 刻 お よ び 記 録 可 否 判 定 時 刻 を 設 定 す る 時 刻 設 定 手 段 と 、
　 前 記 時 刻 設 定 手 段 で 設 定 し た 前 記 各 時 刻 を 示 す 時 刻 情 報 を 保 持 す る 保 持 手 段 と 、
　 前 記 保 持 手 段 に 保 持 さ れ た 前 記 時 刻 情 報 に 従 う 計 時 を 行 う 計 時 手 段 と 、
　 前 記 計 時 手 段 が 前 記 保 持 手 段 に 保 持 さ れ た 前 記 記 録 可 否 判 定 時 刻 を 計 時 し た と き 、 前 記
受 信 手 段 の 受 信 状 況 を 調 べ 、 前 記 受 信 手 段 が 前 記 放 送 番 組 を 受 信 可 能 な 所 定 の 受 信 レ ベ ル
状 態 に な い と き 、 こ の 状 態 を 外 部 に 通 知 し 、 前 記 受 信 手 段 が 前 記 放 送 番 組 を 受 信 可 能 な 所
定 の 受 信 レ ベ ル 状 態 に あ る と き 、 前 記 計 時 手 段 が 前 記 保 持 手 段 に 保 持 さ れ た 前 記 記 録 開 始
時 刻 を 計 時 し た 時 点 か ら 前 記 受 信 手 段 が 受 信 し た 前 記 放 送 番 組 の コ ン テ ン ツ を 前 記 記 録 手
段 に 記 録 さ せ る 記 録 制 御 手 段 と
を 具 備 し た こ と を 特 徴 と す る 携 帯 型 電 子 機 器 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 受 信 手 段 は 、 放 送 番 組 を 受 信 し 復 調 す る 回 路 を 具 備 し 、 前 記 記 録 手 段 は 前 記 回 路 で
復 調 さ れ た コ ン テ ン ツ の デ ー タ を 記 録 す る 請 求 項 １ 記 載 の 携 帯 型 電 子 機 器 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 受 信 手 段 は 、 選 局 手 段 を 具 備 し 、 前 記 選 局 手 段 に よ り 選 局 さ れ た 放 送 番 組 を 受 信 す



る 請 求 項 ２ 記 載 の 携 帯 型 電 子 機 器 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 時 刻 設 定 手 段 は 、 前 記 記 録 開 始 時 刻 が 設 定 さ れ た と き 、 そ の 設 定 時 刻 を も と に 前 記
記 録 可 否 判 定 時 刻 を 設 定 す る 設 定 手 段 を 具 備 す る 請 求 項 １ 記 載 の 携 帯 型 電 子 機 器 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 時 刻 設 定 手 段 は 、 前 記 記 録 開 始 時 刻 お よ び 前 記 記 録 可 否 判 定 時 刻 を ユ ー ザ に 入 力 さ
せ る 入 力 手 段 を 具 備 し 、 前 記 入 力 手 段 か ら 入 力 さ れ た 前 記 記 録 開 始 時 刻 お よ び 記 録 可 否 判
定 時 刻 を 設 定 す る 設 定 手 段 を 具 備 す る 請 求 項 １ 記 載 の 携 帯 型 電 子 機 器 。
【 請 求 項 ６ 】
　 報 知 手 段 を さ ら に 具 備 し
　 前 記 記 録 制 御 手 段 は 、 前 記 受 信 手 段 の 受 信 状 況 を 調 べ 、 前 記 受 信 手 段 が 前 記 放 送 番 組 を
受 信 可 能 な 所 定 の 受 信 レ ベ ル 状 態 に な い と き 、 こ の 状 態 を 前 記 報 知 手 段 に よ り 前 記 記 録 開
始 時 刻 を 設 定 し た ユ ー ザ に 報 知 さ せ る 制 御 手 段 を 具 備 す る 請 求 項 １ 記 載 の 携 帯 型 電 子 機 器
。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 記 録 制 御 手 段 は 、 前 記 受 信 手 段 が 前 記 放 送 番 組 を 受 信 可 能 な 受 信 レ ベ ル 状 態 か ら 受
信 不 能 な 受 信 レ ベ ル 状 態 に 変 化 し た 状 態 が 所 定 時 間 継 続 し た と き 前 記 記 録 手 段 の 記 録 動 作
を 停 止 さ せ る 制 御 手 段 を さ ら に 具 備 す る 請 求 項 ６ 記 載 の 携 帯 型 電 子 機 器 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 記 録 制 御 手 段 は 、 前 記 受 信 手 段 が 受 信 し た 放 送 番 組 の 受 信 電 力 、 Ｃ ／ Ｎ 比 、 Ｂ Ｅ Ｒ
値 の 少 な く と も い ず れ か を も と に 前 記 受 信 手 段 が 前 記 放 送 番 組 を 受 信 可 能 な 所 定 の 受 信 レ
ベ ル 状 態 に あ る か 否 か を 判 定 す る 手 段 を 具 備 す る 請 求 項 １ 記 載 の 携 帯 型 電 子 機 器 。
【 請 求 項 ９ 】
　 前 記 報 知 手 段 は 、 サ ウ ン ド 出 力 手 段 、 バ イ ブ レ ー シ ョ ン 手 段 、 デ ィ ス プ レ イ 手 段 の 少 な
く と も い ず れ か に よ り 前 記 報 知 を 行 う 請 求 項 ６ 記 載 の 携 帯 型 電 子 機 器 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 前 記 受 信 手 段 で 受 信 し た 放 送 番 組 の コ ン テ ン ツ を 再 生 し 出 力 す る 出 力 手 段 を さ ら に 具 備
す る 請 求 項 １ 記 載 の 携 帯 型 電 子 機 器 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 放 送 番 組 を 受 信 す る 受 信 手 段 と 、 前 記 受 信 手 段 で 受 信 し た 放 送 番 組 の コ ン テ ン ツ を 予 約
情 報 に 従 い 記 録 す る 記 録 手 段 と を 備 え た 携 帯 型 電 子 機 器 の 記 録 制 御 方 法 で あ っ て 、
　 前 記 予 約 情 報 に 従 う 前 記 放 送 番 組 の 記 録 に 先 立 つ 所 定 の 時 点 で 前 記 受 信 手 段 の 受 信 状 況
を 調 べ 、 前 記 受 信 手 段 が 前 記 放 送 番 組 を 受 信 可 能 な 所 定 の 受 信 レ ベ ル 状 態 に な い と き 、 こ
の 状 態 を 外 部 に 通 知 し 、 前 記 受 信 手 段 が 前 記 放 送 番 組 を 受 信 可 能 な 所 定 の 受 信 レ ベ ル 状 態
に あ る と き 、 前 記 予 約 情 報 に 従 う 時 点 か ら 前 記 受 信 手 段 が 受 信 し た 前 記 放 送 番 組 の コ ン テ
ン ツ を 前 記 記 録 手 段 に 記 録 さ せ る こ と を 特 徴 と す る 携 帯 型 電 子 機 器 の 記 録 制 御 方 法 。
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